令和8年4月1日
令和8年度　舞鶴薬剤師会入会のお願い
舞鶴薬剤師会　会長　梅村亮司（公印省略）
　
桜花の候、先生方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は舞鶴薬剤師会の活動にご協力いただきありがとうございます。さて、今年度も舞鶴薬剤師会会員を募集いたします。地域医療への貢献や薬剤師の地位の向上、会員間の業務連携や自己研鑽の援助など様々な活動を行っております。これらの活動には先生方のご参加、ご協力が不可欠です。ぜひご入会をお願いいたします。
本会は店舗会員ではなく薬剤師個人で入会をお願いしているため、施設に複数名の勤務者がおられる場合も全員の入会をお願いいたします。会費納入が確認できた後に会員登録を行いますので、振込後に入会される方の氏名（読み）および領収書の要・不要等を舞鶴薬剤師会ホームページの「新規入会届」または「継続会員届」よりご登録下さい。（ホームページアドレス：https://maizuru-pharm.com/）
なお、京都府薬剤師会への入会の条件として、地域薬剤師会の会員であることが規定されています。京都府薬剤師会の会員の方は、必ず舞鶴薬剤師会への入会をお願いいたします。また、年度内に勤務先などを変更される場合は、その都度事務局への連絡をお願いいたします。

◆舞鶴薬剤師会の活動例◆
研修会：舞鶴地区講演会、スポット研修会、舞鶴三師会講演会などの開催、共催、後援など
地域貢献（連携）：休日急病診療所への参画、学校薬剤師受託など
行政関係：京都府・舞鶴市への協賛（防災会議への参加、原子力災害ヨウ素配布など）
政治的活動：京都府薬剤師連盟への支援
業務関係：在宅介護医療関連、舞鶴三病院との変更調剤確認・契約など
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
令和8年度 舞鶴薬剤師会年会費　一人3,000円

ご不明な点は事務局(舞鶴共済病院 薬剤科 堀 0773-62-2510)までお問い合わせ下さい。
